保護犬の譲渡条件について

1. ご家族全員が、保護犬を里子に迎える事に賛同していること
2. ご家族にアレルギー体質の方がいない、またはアレルギーがあっても対処ができること
3. ペット飼育可能な住居（一戸建て・ペット可マンションなど）にお住まいであること
· 賃貸住宅の場合はペット飼育可であることが証明できる書類のご提示をお願いします。
4. 適正な散歩、定期的なお手入れ、適正なトリミング、健康管理等必要な医療を必ずおこなって頂けるご家族であること。また、保護犬を迎えるにあたって、自治体に畜犬登録をおこない、登録番号をご報告頂けるご家族であること
· 毎年のフィラリア予防・狂犬病予防接種や混合ワクチン接種、ノミダニ予防など必ず行って下さい。
5. 手がかかる子であっても気長に愛情をかけて過ごしてくださるご家族であること
6. 終生飼育のお約束をしていただけるご家族であること
7. 万が一、継続して犬・猫の飼養が困難になった場合において、引き継いで終生飼養を約束して頂ける後見人がいるご家族であること。特に、一人暮らしの方や６０歳以上の方は、保証人や後見人がいらっしゃること。
8. 以下の事項に同意いただけるご家族であること
· 譲渡前に1週間のトライアルをおこなっていただきます。また、トライアル初日に、当店スタッフがご自宅までお伺いし、実際の飼育環境を確認させていただきます。
· 適性飼育（給餌・運動等含め）がされていないなど、譲渡に際してのお約束が守られず、当店が契約不履行だと判断した場合は譲渡動物の返還請求をさせていただきます。
· 譲渡日程により予防接種や不妊手術を済ませずに譲渡することもあります。その場合は、獣医師による不妊手術実施後に、当店まで証明書をご提示ください。
· 仔犬の場合、社会化の一環とし、3ヶ月齢までは親兄弟とともに過ごすため、譲渡時期は3ヶ月齢以降にお願いします。


【譲渡費用について】
譲渡費用には以下の項目が含まれています。
メディカルチェック・血液検査・便検査・フィラリア検査・マイクロチップ装填
混合ワクチン接種・狂犬病予防接種(犬)・不妊手術
· ただし、譲渡日程により予防接種や不妊手術が済んでいない状態での譲渡をおこなう場合は、飼い主様にてお願いします。また、その費用は飼い主様の負担となります。
· メディカルチェックは全ての病気や状態がわかるものではありません。特に、保護前の飼育環境により、目に見えない先天性の疾患を抱えている場合もあります。その点も含めまして家族として迎えることにご賛同ください。
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